
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大

○雇用調整助成金の対象事業主が行う、感染症拡大防止に資する、一部従業員の休業や一斉休業、濃厚接触者に命

令した休業等も対象となることを明確化。

○更に、自治体が緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域の事業主に対しては、特例的に、生産指標

が低下したものとみなし、また正規・非正規を問わず対象とした上で、助成率を引上げ。

第１弾（2月14日～）

拡充案

一般的な場合
緊急事態宣言を発出して

活動の自粛を要請している地域
（現時点では北海道のみ）

日中間の人の往来の急減により影響を受け、中国
関係の売上高等が全売上高等の一定割合以上であ
る事業主
⇒中国人観光客向け観光関連産業 等

新型コロナウイルス感染
症の影響を受ける事業主
⇒全業種
（2月28日に先行拡充済）

上記の地域に所在する事業主

生産指標要件緩和
（3か月10％以上低下
⇒1か月10％以上低下）

同左
生産指標要件
→満たすものとして扱う

被保険者が対象 同左 非正規を含めた雇用者

助成率 2/3（中小）、1/2（大企業） 同左 4/5(中小)、2/3(大企業)

計画届の事後提出を認める
（1月24日～3月31日まで）

計画届の事後提出を認める
（1月24日～5月31日まで）

1年のクーリング期間が必要 クーリング期間の撤廃

６か月以上の被保険者期間が必要 被保険者期間要件の撤廃

雇用調整助成金

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した

費用を助成する制度 （大企業：１／２ 中小企業：２／３）

別紙


